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愛知県消費生活総合センター

尾張消費生活相談室

海部消費生活相談室

知多消費生活相談室

西三河消費生活相談室

東三河消費生活相談室

新城設楽消費生活相談室

名古屋市消費生活センター

豊橋市消費生活相談室

岡崎市消費生活相談室

一宮市消費生活相談窓口

春日井市市民活動推進課
消費生活相談室

豊川市消費生活センター

豊田消費生活センター

小牧市消費生活相談センター

☎（052）962-0999
☎（0586）71-0999
☎（0567）24-9998
☎（0569）23-3300
☎（0564）27-0999
☎（0532）52-0999
☎（0536）23-8701
☎（052）222-9671
☎（0532）51-2305
☎（0564）23-6459
☎（0586）71-2185

☎（0568）85-6616

☎（0533）89-2238
☎（0565）33-0999
☎（0568）76-1119

＊暮らしのお役に立ちます＊
消費生活相談窓口のご案内

消費者ホットライン（身近な相談窓口につながります。）

☎０５７０－０６４－３７０
守 ろう みん な をよ

東日本大震災
被災地支援標語

私たち一人ひとりができることを
～愛知県民は被災地の復興を支援します～
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　豚肉や豚レバーを生で食べると、E型肝炎ウイルス
に感染するリスクがあります。E型肝炎は、劇症化※

し、死に至る危険性もあります。
　また、サルモネラやカンピロバクターなどの食中
毒菌や、寄生虫への感染のリスクもあります。

　鮮度、保存状況、衛生管理等に関わらず、生食すると食中毒やE型肝炎を引き
起こす可能性があるため、 生食はやめましょう。新鮮でも食べない！

　豚肉や豚レバーには表面だけでなく内部にもE型肝炎ウイルス、食中毒菌や
寄生虫がいます。 中心までしっかり火を通して食べるようにしましょう。しっかり火を通す！

　豚肉や豚レバーを加熱しても、生の豚肉や豚レバーを触った箸を食べるとき
に使ってしまったら、箸についたウイルスや菌によってE型肝炎や食中毒になる
可能性があります。 加熱用の箸と食べるときの箸は使い分けましょう。

食べるときの箸で
生の豚肉や豚レバーに

触らない！
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人気番組「行列のできる法律
相談所」のレギュラーとして
出演するなど、多方面で活躍
されている弁護士の菊地
幸夫さんが、多岐にわたる
消費者問題の実態を、わかり
やすくお話しします。

①郵便番号・住所、②氏名、③電話番号、
④参加人数を明記のうえ、ＦＡＸまたはハガキ
によりお申し込みください

【健康福祉部生活衛生課】

日 時 平成27年7月7日（火）１３時３０分～１５時

場 所 岡崎市シビックセンター４F
コンサートホール「コロネット」

演 題 消費者問題の実態

愛知県金融広報委員会、岡崎市

講 師

主 催

約３００名（先着順）定 員

弁護士 菊地幸夫 氏

申込
方法

【申込・問合せ先】
愛知県金融広報委員会（愛知県県民生活部県民生活課内）
ＴＥＬ052-954-6603 ＦＡＸ052-961-1317
http://www.aichi-kinyukoho.com/

金融経済講演会のお知らせ

印刷・コピーＯＫです。
広くご活用ください。

申込要 入場無料

「愛知県消費生活総合センター」を
開設しました！

平成27年
4月

　愛知県では、複雑・多様化する消費者問題に的確に対応し、県民の皆様の安心・安全な消費生活を専門的に
支援する「愛知県消費生活総合センター」を開設しました。
　同センターでは、消費生活相談員の増員や専門分野チームの設置、市町村の相談体制の充実に向けた支援
などの機能強化を行い、「地域における中核的相談機関」の役割を果たしていくとともに、市町村の消費生活
センター等と連携し、消費者が安心して暮らせる消費者問題解決力の高い地域づくりを目指します。

　なお、これまで県民生活プラザで行っていた消費生活相談や消費生活に
関する情報提供などについては、愛知県消費生活総合センター及び各県民
事務所等の消費生活相談室で行っています。
消費生活相談窓口の一覧は、4ページをご覧ください。

消費生活情報
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愛知県自治センター１階（名古屋市中区三の丸二丁目３番２号）場　　所

平日 午前９時～午後４時３０分（土日は、午前９時～午後４時）相談時間

０５２－９６２－０９９９電話番号

主な業務内容

※劇症化…病気の症状がひどくなること。

お気軽に
ご利用
ください

消費生活に
関する情報提供

消費者教育の
推進

市町村の
消費生活センター・
消費生活相談窓口
への支援

消費生活相談

商品テスト


